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　 　　　香川労働局（局長：加藤敏彦）では、次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づき、

　　　仕事と子育ての両立を推進している「子育てサポート企業」として、次の企業に対して認定を行い

　　　ました。（資料1）　

　　　　これにより、香川県内で２回目の認定を受けた企業は、今年度で３社目、合計８社となりました。

　次の世代を担う子どもたちが健やかに生まれ育つ環境をつくることを目的とする次世代法に基づき、

１０１人以上従業員がいる企業は、「一般事業主行動計画」を策定し、都道府県労働局に届出、公表、

従業員への周知が義務となっています。

　また、一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企業」としての認定を受けることにより、認定マ

ーク「くるみん」を使用することができます。

　平成２６年１２月末現在、県内の行動計画届出企業は６４０ 社（全国は６６，２５２社）あり、認定を受

けている企業は県内で２１社（全国は２，０３１社）です。（資料２）

　　　（添付資料）

　　　　　１　認定企業の取組内容（セーラー広告株式会社）

　　　　　２　香川労働局管内認定企業名一覧

　　　　　３　一般事業主行動計画、認定とは

　        　　　　　　　　　　　     　　     　　　　（　計画期間中の取組内容は資料１　）

香川労働局発表

平成２７年１月２１日

～　平成２６年１２月４日認定、県内第３１号　～　（高松市）

　　労働者数：１６０人（うち女性２３人） 　業種：広告業

　　計画期間：平成２４年１１月１日～平成２６年１０月３１日

２回目の「くるみん認定」企業がさらに増加　！
～香川県内では８社になりました～

セーラー広告株式会社

次世代認定マーク

「くるみん」

ポジティブ・アクション

普及促進のためのシンボ

ルマーク「きらら」


